
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
国
際
相
互

承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
製
造
の
方
法
の
基
準
（
第
三
条
）

第
三
章
　
容
器
の
基
準
等
（
第
四
条―

第
五
条
）

第
四
章
　
刻
印
等
の
方
式
（
第
六
条
・
第
六
条
の
二
）

第
五
章
　
容
器
の
表
示
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
六
章
　
附
属
品
の
基
準
等
（
第
九
条―

第
十
二
条
）

第
七
章
　
充
塡
（
第
十
三
条―
第
十
四
条
）

第
八
章
　
容
器
及
び
附
属
品
の
再
検
査
並
び
に
容
器
検
査
所
（
第
十
五
条―

第
二
十
九
条
）

第
九
章
　
容
器
等
検
査
に
係
る
登
録

第
一
節
　
登
録
の
基
準
等
（
第
三
十
条―
第
四
十
七
条
）

第
二
節
　
型
式
承
認
等
（
第
四
十
八
条―
第
五
十
九
条
）

第
十
章
　
帳
簿
（
第
六
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。
）
に
基
づ
い
て
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は

車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
調
和
さ
れ
た
技
術
上
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
の
採
択
並
び

に
こ
れ
ら
の
国
際
連
合
の
諸
規
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
の
相
互
承
認
の
た
め
の
条
件
に
関
す
る
協
定
（
平

成
十
年
条
約
第
十
二
号
）
に
附
属
す
る
規
則
（
以
下
「
協
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
号
、
第
百
三
十
四
号
及

び
第
百
四
十
六
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
た
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
容
器
に
関
す
る
保
安
に
つ
い
て

規
定
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て

認
定
さ
れ
た
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

二
　
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
協
定
規
則
第
百
十
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
認
定
さ
れ
た
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

ロ
　
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
協
定
規
則
第
百
十
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し

て
認
定
さ
れ
た
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

三
　
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
　
協
定
規
則
第
百
四
十
六
号
に
適
合
す
る
も
の
と

し
て
認
定
さ
れ
た
二
輪
自
動
車
の
燃
料
装
置
用
と
し
て
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
容
器

四
　
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
　
ラ
イ
ナ
ー
に
、
ヘ
リ
カ
ル
巻
（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
及
び
鏡
部
に
繊
維
を
ら
旋
状
に
巻
き
付

け
る
方
法
を
い
う
。
）
又
は
イ
ン
プ
レ
ー
ン
巻
（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
及
び
鏡
部
に
繊
維
を
直
線
状
に
巻
き
付
け
る

方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
樹
脂
含
浸
連
続
繊
維
を
巻
き
付
け
た
容
器

五
　
海
外
認
定
容
器
　
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認

定
し
た
容
器
（
容
器
に
使
用
す
る
金
属
材
料
が
次
条
第
一
項
第
一
号
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
協
定
規
則
第
百
十
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認
定
し

た
容
器

ハ
　
協
定
規
則
第
百
四
十
六
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認

定
し
た
容
器
（
容
器
に
使
用
す
る
金
属
材
料
が
次
条
第
一
項
第
一
号
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
海
外
認
定
附
属
品
　
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認

定
し
た
附
属
品
（
附
属
品
に
使
用
す
る
金
属
材
料
が
第
十
一
条
第
一
号
で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と

し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
協
定
規
則
第
百
十
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認
定
し

た
附
属
品

ハ
　
協
定
規
則
第
百
四
十
六
号
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
、
地
域
又
は
機
関
が
認

定
し
た
附
属
品
（
附
属
品
に
使
用
す
る
金
属
材
料
が
第
十
一
条
第
一
号
で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と

し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
章
　
製
造
の
方
法
の
基
準

第
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
、
充
塡
圧
力
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ
る
環
境
に
応
じ
た
適
切
な

材
料
を
使
用
し
て
製
造
す
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
試
験
に
合
格
す
る
よ
う
に
製
造
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
材
料
を
使
用
し
て
製
造
す
る
こ

と
。

二
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
肉
厚
を
有
す
る
よ
う
に
製
造
す
る

こ
と
。

三
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
構
造
及
び
仕
様
に
よ
り
製
造
す
る

こ
と
。

四
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
加
工
、
溶
接
及
び
熱
処
理
の
方
法

に
よ
り
製
造
す
る
こ
と
。

五
　
容
器
（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
除
く
。
）
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る

も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
寸
法
精
度
を
有
す
る
よ
う
に
製
造
す
る
こ
と
。

六
　
容
器
は
、
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
試
験
に
合
格
す
る
よ
う
に
製
造
す
る
こ
と
。

第
三
章
　
容
器
の
基
準
等

（
容
器
検
査
の
除
外
）

第
四
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
容
器
は
、
輸
出
に
供
す
る
容

器
と
す
る
。

（
容
器
検
査
の
方
法
）

第
四
条
の
二
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
条
第
一

項
第
二
号
に
定
め
る
試
験
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
試
験
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
外
認
定
容
器
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
容
器
検
査
に
合
格

し
た
も
の
と
み
な
す
。

1



（
容
器
の
規
格
）

第
五
条
　
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
に
使
用
す
る
材
料
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
他
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
、
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
内
容
積
（
国
際
相
互
承

認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
が
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
第
三
条
第
二
項
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
他
の
用
途
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
充
塡
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
が
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
章
　
刻
印
等
の
方
式

第
六
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
、
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
際
相
互
承
認
圧

縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
フ
ル
ラ
ッ
プ
容
器
に
限
る
。
）
及
び
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
容
器
製
造
業
者
の
名
称
及
び
容
器
の
製
造
番
号
を
露
出
金
属
部
に
刻
印
が

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

第
六
条
の
二
　
海
外
認
定
容
器
に
あ
っ
て
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式

に
従
っ
て
行
っ
た
刻
印
又
は
標
章
（
次
の
各
号
に
定
め
る
刻
印
又
は
標
章
の
掲
示
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
刻
印
又
は
標
章
を
含
む
。
）
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
刻
印
（
前
条
で
定
め
た
容
器
以
外
の
も
の
の
場
合

に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
二
項
の
標
章
（
前
条
で
定
め
た
容
器
の
場
合
に
限
る
。
）
と
み
な
す
。

一
　
海
外
認
定
容
器
を
製
造
し
た
者
が
適
切
な
解
析
方
法
を
用
い
て
容
器
に
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
許
容
傷
深
さ
（
胴
部
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
（
記
号
　
Ｄ
Ｃ
、

単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

二
　
海
外
認
定
容
器
を
製
造
し
た
者
が
適
切
な
解
析
方
法
を
用
い
て
容
器
に
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
許
容
傷
深
さ
（
胴
部
以
外
の
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
（
記
号
　
Ｄ

Ｄ
、
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

第
五
章
　
容
器
の
表
示

（
表
示
の
方
式
）

第
七
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
容
器
を
譲
渡
す
る

こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
お
け
る
容
器
の
製
造
又
は
輸
入
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
容
器
の
外
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
器
の
所
有
者
（
当
該
容
器
の
管
理
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
容
器
の
所
有
者
又
は
当
該
管
理
業
務
受
託
者
）
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
票
紙
で
あ
っ
て
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
貼
付
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
容
器
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
に
定
め
る
自
動

車
検
査
証
（
以
下
単
に
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
二
第

三
項
に
定
め
る
軽
自
動
車
届
出
済
証
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条
に
定
め
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
適

当
な
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
所
有
者
又
は
譲
受
人
と
容
器
の
所
有
者
が
同
一

で
あ
る
も
の

ロ
　
自
動
車
又
は
二
輪
自
動
車
に
装
置
し
て
い
な
い
容
器
で
あ
っ
て
、
容
器
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め

明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
容
器
を
自
動
車
若
し
く
は
二
輪
自
動
車
に
装
着
す
る
者
又
は
当
該
容
器
の

譲
渡
の
み
を
行
う
者
が
所
有
す
る
も
の

二
　
そ
の
他
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
氏
名
等
の
表
示
を
し
た
容
器
の
所
有
者
は
、
そ
の
氏
名
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
表
示
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
表

示
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
表
示
の
方
式
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
経

済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
方
式
に
従
っ
て
法
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
表
示
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
容
器
を
譲
り
受
け
た
者
が
行
う
表
示
）

第
八
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
附
属
品
の
基
準
等

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
容
器
の
附
属
品
）

第
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
本
文
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
バ
ル
ブ

二
　
安
全
弁

三
　
逆
止
弁
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
並
び
に
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
設

備
（
配
管
を
除
く
。
）
を
介
さ
ず
に
装
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
過
流
防
止
弁
（
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
バ
ル

ブ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

（
附
属
品
検
査
の
方
法
）

第
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
条
第
二
号
に
定
め
る
試
験
の
方
法

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
外
認
定
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
附
属
品
検
査

に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
附
属
品
の
規
格
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の

附
属
品
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
附
属
品
に
使
用
す
る
材
料
は
、
使
用
す
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
、
使
用
圧
力
、
使
用
温
度
及
び
使
用
さ
れ
る
環

境
に
応
じ
た
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
附
属
品
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
附
属
品
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
容
器
の
外
部
又
は
内
部
に
直
接
装
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
安
全
弁
は
、
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
容
器
の
通
常
の
使
用
範
囲
を
超
え
た
温
度
（
国
際
相
互
承
認
天
然

ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
圧
力
又
は
温
度
）
に
対
応
し
て
作
動
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
み
な
し
刻
印
）

第
十
二
条
　
海
外
認
定
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式

に
従
っ
て
行
っ
た
刻
印
又
は
標
章
を
も
っ
て
、
法
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
刻
印
と
み
な
す
。

第
七
章
　
充
塡

（
容
器
に
係
る
附
属
品
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
は
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
と
し
、
同
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
附
属
品
と

す
る
。

一
　
安
全
弁

二
　
逆
止
弁
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車

燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
並
び
に
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
設

備
（
配
管
を
除
く
。
）
を
介
さ
ず
に
装
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
過
流
防
止
弁
（
国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
装
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
バ
ル

ブ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

（
容
器
の
加
工
の
基
準
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
工
は
、
そ
の
加
工
後
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
第
二
号
で
定
め
る
肉
厚
を
減
少
し
な
い
よ
う
に
し
て
す
る

こ
と
。

二
　
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
傷
等
の
補
修
を
目
的
と
し
た
溶
接
を
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
加
工
後
の
当
該
補
修
部
分
は
、
使
用
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
欠
陥
が
な
く
、
適
切
な
強
度
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
液
化
ガ
ス
の
質
量
の
計
算
の
方
法
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
四
十
八
条
第
四
項
各
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。Ｇ＝

Ｖ
／
Ｃ

こ
の
式
に
お
い
て
Ｇ
、
Ｖ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
液
化
ガ
ス
の
質
量
（
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
数
値

Ｖ
　
容
器
の
内
容
積
（
単
位
　
リ
ッ
ト
ル
）
の
数
値

Ｃ
　
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
充
塡
す
る
液
化
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
当
該
容

器
の
常
用
の
温
度
の
う
ち
最
高
の
も
の
に
お
け
る
当
該
液
化
ガ
ス
の
比
重
（
単
位
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト

ル
）
の
数
値
に
十
分
の
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
逆
数

第
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
特
別
充
塡
許
可
申
請
書
に
事

由
を
具
し
た
書
面
を
添
え
て
、
充
塡
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
（
内
容
積
が
五
百

リ
ッ
ト
ル
以
下
の
容
器
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
充
塡
を
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指

定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第

二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
章
　
容
器
及
び
附
属
品
の
再
検
査
並
び
に
容
器
検
査
所

（
容
器
再
検
査
の
期
間
）

第
十
五
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ
と
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
（
第
四
十
九
条
の
三

十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
刻
印
又
は
法
第
四
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
九
条

の
二
十
五
第
二
項
（
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
標
章
の
掲
示
（
以

下
「
刻
印
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
容
器
を
製
造
し
た
月
（
容
器
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試

験
に
合
格
し
た
月
を
い
う
。
）
の
前
月
の
末
日
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
回
の

容
器
再
検
査
合
格
時
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
刻
印
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
く
標
章
に
お
い
て

示
さ
れ
た
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
、
製
造
し
た
後
の
経
過
年
数
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お

い
て
「
経
過
年
数
」
と
い
う
。
）
四
年
一
月
以
下
の
も
の
は
四
年
一
月
、
経
過
年
数
四
年
一
月
を
超
え
る
も
の
は

二
年
三
月
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
海
外
認
定
容
器
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
容
器
再
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
容
器
を
製
造
し
た
月
の
刻
印

等
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
容
器
を
製

造
し
た
日
か
ら
国
内
で
初
め
て
充
塡
を
行
う
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮

水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、

国
際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
が
最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
六

条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま

で
の
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
の
期
間
内
に
容
器
再
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可

に
係
る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
五

号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
の
方
法
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
外
観
検
査
そ
の
他
の
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
方
法
を
も
っ
て

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
規
格

の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
外
面
に
容
器
の
使
用
上
支
障
の
あ
る
腐
食
、
割
れ
、
す
じ
等
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
漏
え
い
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
漏
れ
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の
規
格
の
う

ち
、
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
容
器
は
、
前
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
容
器
は
、
前
項
第
二
号
の
例
に
よ
り
漏
え
い
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
容
器
は
、
容
器
ご
と
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
断
熱
性
能
試
験
に
合
格
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
規
格
を
も
っ

て
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
の
規
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
附
属
品
再
検
査
の
期
間
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
附
属
品
検
査
に
合
格
し
た
日

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
最
近
時
の
同
検
査
に
合
格
し
た
日
。
）
か
ら
附
属
品
が
装
置
さ

れ
て
い
る
容
器
が
最
初
に
受
け
る
容
器
再
検
査
ま
で
の
間
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
状
態
で
圧
縮
水

素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
充
塡
す
る
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国

際
相
互
承
認
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
が
最
初
に
受
け
る
附
属
品
再
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
を

も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
同
項
の
期
間
内
に
附
属
品
再
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
認
可
に
係

る
期
間
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
を
も
っ
て
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
の
方
法
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
外
観
検
査
そ
の
他
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
方
法
を
も
っ
て

法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
再
検
査
の
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
高
圧
ガ
ス
の
種
類
及
び
圧
力
の
大
き
さ
別
の

規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
附
属
品
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
附
属
品
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
附
属
品
の
使
用
上
支
障
の
あ
る
腐
食
、
割
れ
、
す
じ
、
し
わ
、
変
形
等
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ

と
。

二
　
附
属
品
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
漏
え
い
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
附
属
品
ご
と
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
漏
れ
の
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
規
格
を
も
っ
て

法
第
四
十
九
条
の
四
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
の
手
続
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
検
査
所
ご
と
に
、
様
式
第
二
の
容

器
検
査
所
登
録
申
請
書
に
検
査
設
備
明
細
書
を
添
え
て
、
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
検
査
設
備
明
細
書
に
は
、
第
二
十
四
条
に
掲
げ
る
基
準
に
対
応
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
五
十
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り

容
器
再
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
又
は
こ
れ
ら
の
法
定
代

理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が
精
神
の

機
能
の
障
害
を
有
す
る
状
態
と
な
り
、
容
器
再
検
査
又
は
附
属
品
再
検
査
の
適
正
な
実
施
が
著
し
く
困
難
と
な
っ

た
と
き
は
、
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見

を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
の
更
新
の
手
続
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
容
器
検
査
所
ご
と

に
、
様
式
第
三
の
容
器
検
査
所
登
録
更
新
申
請
書
を
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
の
際
、
検
査
設
備
が
当
該
容
器
検
査
所
の
登
録
（
登
録
の
更
新
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
前
回
の

登
録
）
を
受
け
た
と
き
の
も
の
と
異
な
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に
検
査
設
備
明
細
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
容
器
検
査
所
の
登
録
票
）

第
二
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
法
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
検
査
所
の
登
録

又
は
そ
の
更
新
を
し
た
と
き
は
、
登
録
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
様
式
第
四
の
容
器
検
査
所
登
録
票

を
交
付
す
る
。

２
　
前
項
の
容
器
検
査
所
登
録
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
、
容
器

再
検
査
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
又
は
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
当
該
容
器
検
査
所
登
録
票
を
、
そ
れ
を
交
付
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
二
十
四
条
　
法
第
五
十
条
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
容
器
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

イ
　
容
器
の
表
面
を
清
じ
ょ
う
に
す
る
た
め
の
設
備

ロ
　
容
器
の
外
面
を
照
明
検
査
す
る
た
め
の
設
備

ハ
　
容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の
設
備

ニ
　
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備

ホ
　
断
熱
性
能
試
験
の
た
め
の
設
備
（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
を
再
検
査
す

る
容
器
検
査
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
附
属
品
の
再
検
査
を
す
る
容
器
検
査
所
に
あ
っ
て
は
、
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
検
査
設
備
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
前
各
号
に
定
め
る
検
査
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
検
査
主
任
者
の
資
格
）

第
二
十
五
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
従
前

の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
専
門
学
校
に
お
い
て
化
学
、
物
理
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、

高
圧
ガ
ス
の
充
塡
の
作
業
、
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
検
査
の
実

務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
従
前
の
規
定
に
よ
る
工
業
学
校
に
お
い
て
工
業
に
関
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
、
高
圧
ガ
ス
の
充
塡
の
作
業
、
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器
若
し
く
は
附

属
品
の
検
査
の
実
務
に
二
年
以
上
従
事
し
た
者

三
　
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
作
業
又
は
容
器
若
し
く
は
附
属
品
の
検
査
の
実
務
に
三
年
以
上
従
事
し

た
者

四
　
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
級

大
型
自
動
車
整
備
士
、
一
級
小
型
自
動
車
整
備
士
、
一
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
、
二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
整
備

士
、
二
級
ジ
ー
ゼ
ル
自
動
車
整
備
士
又
は
二
級
二
輪
自
動
車
整
備
士
の
資
格
を
有
す
る
者
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（
検
査
主
任
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
主
任
者
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
五
の
検
査
主
任
者
届
書
に
当
該
検
査
主
任
者
が
交
付
を
受
け
た
製
造
保
安
責
任
者
免
状
の
写
し
又
は

前
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
そ
の
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
解
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
写
し
又
は
書
面
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
条
又
は
第
五
十
三
条
第

一
項
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
に
装
置
さ

れ
た
状
態
で
刻
印
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
次
項
に
規
定
す
る
方
式
に
従
っ
て
行
う
標
章
の
掲
示
を
も
っ

て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
検
査
実
施
者
の
名
称
の
符
号

二
　
容
器
再
検
査
の
年
月

２
　
法
第
四
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
標
章
を
掲
示
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
証
票

を
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
基
準
を
も
っ

て
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
刻
印
又
は
同
条
第
四
項
の
標
章
の
掲
示
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
検
査
実
施
者
の
名
称

の
符
号
及
び
附
属
品
再
検
査
の
年
月
を
第
十
二
条
又
は
第
五
十
九
条
の
刻
印
の
下
又
は
右
に
刻
印
す
る
方
式
に
従

っ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
刻
印
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
経
済
産

業
大
臣
が
定
め
る
方
式
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
認
可
に
係
る
方
式
に
従
っ
て

刻
印
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
検
査
所
の
廃
止
届
）

第
二
十
九
条
　
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
容
器
検
査
所
の
再
検
査
の
業
務
の
廃
止
を
届
け
出
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
六
の
容
器
検
査
所
廃
止
届
書
を
そ
の
容
器
検
査
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
　
容
器
等
検
査
に
係
る
登
録

第
一
節
　
登
録
の
基
準
等

（
容
器
等
事
業
区
分
）

第
三
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
等
事
業
区
分
は
、
別
表
の
上
欄
に
お
け

る
区
分
に
従
っ
て
区
分
さ
れ
た
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
三
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者

は
、
様
式
第
七
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
容
器
又
は
附
属
品
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一

の
産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
設
置
さ
れ
て
い
る
容
器
等
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
工
場
又
は

事
業
場
を
管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま

で
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
も
の

三
　
容
器
等
検
査
規
程

四
　
工
場
又
は
事
業
場
の
図
面

３
　
前
項
の
申
請
書
に
第
三
十
六
条
第
二
項
の
書
面
を
添
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
検
査
申
請

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め

の
組
織
（
以
下
「
品
質
管
理
の
方
法
等
」
と
い
う
。
）
が
第
三
十
四
条
第
二
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち

工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」

と
い
う
。
）
Ｑ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
（
以
下
「
国
際
規
格
」
と
い
う

。
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
に
規
定
さ
れ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
で

あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
登
録
の
申
請
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
検
査
又
は
協
会
若
し
く
は
検
査
組
織
等
調
査
機
関
に
よ
る
調
査
に

あ
っ
て
は
、
前
項
の
書
面
に
係
る
部
分
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
等
製
造
設
備
）

第
三
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
等
製
造
設
備
は
、
容
器
等
事

業
区
分
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
と
し
、
法
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

は
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
を
適
切
に
製
造
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
容
器
等
検
査
設
備
）

第
三
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
等
検
査
設
備
は
、
容
器
等
事

業
区
分
に
応
じ
て
必
要
な
も
の
と
し
、
法
第
四
十
九
条
の
七
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

は
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
を
適
切
に
検
査
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
）

第
三
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
五
第
二
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
事

項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｑ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
の
品
質
シ

ス
テ
ム
要
求
事
項
の
う
ち
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｑ
９
０
０
１

（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
の
品
質
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
規
定
さ
れ
る
基

準
の
ほ
か
、
自
主
検
査
を
行
う
容
器
等
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
等
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

（
登
録
容
器
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
容
器
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
回
収
す
る
こ
と
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
試
験
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
検
査
員
の
条
件
及
び
数
）

第
三
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
甲
種
機
械
責
任
者
免
状
、
乙
種
機
械
責
任
者
免
状
若
し
く
は
甲
種
化
学
責
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
、
又
は

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
若
し
く
は
従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
専
門
学
校

に
お
い
て
理
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職

大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査
に
一
年
以
上
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
従
前
の
規
定
に
よ
る
工
業
学
校
に
お
い
て
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
、
か
つ
、
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査
に
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
容
器
又
は
附
属
品
の
検
査
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
七
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
名
と
す
る
。

（
協
会
等
に
よ
る
調
査
の
申
請
）

第
三
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
る

調
査
申
請
書
を
協
会
又
は
検
査
組
織
等
調
査
機
関
（
以
下
「
協
会
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
の
書
面
の
様
式
は
、
様
式
第
十
の
と
お
り
と
す
る
。

（
登
録
の
更
新
）

第
三
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
の
九
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
登
録
証
）

第
三
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
登
録
証
の
様
式
は
、
様
式
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
変
更
届
出
書
を

経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
登
録
に
係
る
容
器
等
製
造
設
備
の
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
製
造
設
備
へ
の
変
更

二
　
登
録
に
係
る
容
器
等
検
査
設
備
の
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
検
査
設
備
へ
の
変
更

三
　
登
録
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
も
の

イ
　
日
本
産
業
規
格
Ｑ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
又
は
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
（
２
０
０
８
）
の
管
理
責

任
者
が
不
在
の
と
き
に
、
そ
の
権
限
及
び
責
任
を
代
行
す
る
者
の
変
更

ロ
　
材
料
、
部
品
等
の
購
入
先
の
変
更

（
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
登
録
に
係
る
事
業
の
廃
止
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
十
三
に
よ
る
事
業
廃
止
届
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
証
の
再
交
付
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
四

に
よ
る
登
録
証
再
交
付
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
の
請
求
）

第
四
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
登
録
簿
謄
本
交
付
（
閲
覧
）
請
求
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
四
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
記
録
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気

的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
検
査
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器

を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
容
器
等
製
造
業
者
の
申
請
）

第
四
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
る
外
国
製

造
業
者
登
録
申
請
書
に
第
三
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
第
三
十
六
条
第
二
項
の
書
面
を
添
え
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
検
査
申

請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
等
の

行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
調
査
申
請
書
を
協
会
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
準
用
す
る
。

（
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
の
変
更
の
届
出
等
）

第
四
十
六
条
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
変
更
届
書
を
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
る
事
業
廃
止
届
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
四
十
九
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
登
録
証
の
再
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
は
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
登
録
証
再
交
付
申
請
書
を
経
済

産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
四
十
七
条
　
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十

八
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
登
録
に
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
外
国

登
録
容
器
等
製
造
業
者
に
準
用
す
る
。

第
二
節
　
型
式
承
認
等

（
容
器
の
型
式
承
認
の
申
請
）

第
四
十
八
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の

容
器
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
二
の
容
器
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
型
式
承
認
に
要
す
る
容
器
及
び
書
類
）

第
四
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
容
器
の
数
量
は
、
第
五
条
に
掲

げ
る
容
器
の
規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
数
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
容
器
の
型
式
承
認
に
係
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国

際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

一
　
構
造
図

二
　
材
料
証
明
書

三
　
設
計
書

（
容
器
型
式
承
認
証
）

第
五
十
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
十
二
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
容
器
の
型
式
を
承
認
し
た
と
き
は
、
容
器
型

式
承
認
証
（
協
定
規
則
に
定
め
る
様
式
に
準
ず
る
証
書
を
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
の
申
請
）

第
五
十
一
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
試
験
の
う
ち
、
容
器
に
係
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
二
十
三
の
容
器
型
式
試
験
申
請
書
を
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
型
式
試
験
合
格
証
）

第
五
十
二
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
三
項
に
よ
り
当
該
容
器
が
試
験
に

合
格
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
十
四
の
容
器
型
式
試
験
合
格
証
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
容
器
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
五
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
、
標
章
の
掲
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
方
式
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
属
品
の
型
式
承
認
の
申
請
）

第
五
十
四
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の

附
属
品
の
型
式
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
五
の
附
属
品
型
式
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
型
式
承
認
に
要
す
る
附
属
品
及
び
書
類
）

第
五
十
五
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
附
属
品
の
数
量
は
、
第
十
一
条
に
掲

げ
る
附
属
品
の
規
格
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
数
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
類
の
う
ち
、
附
属
品
の
型
式
承
認
に
係
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
構
造
図

二
　
材
料
証
明
書

（
附
属
品
型
式
承
認
証
）

第
五
十
六
条
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
よ
り
附
属
品
の
型
式
を
承
認
し
た
と
き
は
、
附
属

品
型
式
承
認
証
（
協
定
規
則
に
定
め
る
様
式
に
準
ず
る
証
書
を
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
の
申
請
）

第
五
十
七
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
試
験
の
う
ち
、
附
属
品
に
係
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
二
十
六
の
附
属
品
型
式
試
験
申
請
書
を
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
附
属
品
型
式
試
験
合
格
証
）

第
五
十
八
条
　
協
会
又
は
指
定
容
器
検
査
機
関
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
三
項
に
よ
り
当
該
附
属
品
が
試
験

に
合
格
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
十
七
の
附
属
品
型
式
試
験
合
格
証
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
及
び
外
国
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
）

第
五
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
の
二
十
五
第
三
項
（
法
第
四
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
刻
印
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
協
定
規
則
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が

定
め
る
方
式
に
従
っ
て
刻
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
章
　
帳
簿

第
六
十
条
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
記
載
す
べ
き
者
の
区

分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

記
載
す
べ
き
者

の
区
分

記
載
す
べ
き
事
項

容
器
製
造
業
者
一
　
刻
印
又
は
標
章
が
さ
れ
た
と
き
。

型
式
承
認
番
号
（
自
主
検
査
刻
印
等
の
あ
る
容
器
に
限
る
。
）
、
容
器
の
製
造
番
号
、
充
塡
す
べ
き
ガ

ス
の
種
類
、
内
容
積
、
製
造
年
月
日
、
場
所
及
び
成
績
並
び
に
材
料
の
製
造
者

二
　
容
器
を
譲
渡
し
た
と
き
。

容
器
の
製
造
番
号
、
譲
渡
先
及
び
譲
渡
年
月
日

容
器
検
査
所
の

登

録

を

受

け

た
者

一
　
容
器
再
検
査
を
し
た
と
き
。

容
器
の
型
式
承
認
番
号
及
び
製
造
番
号
並
び
に
容
器
再
検
査
の
年
月
日
及
び
成
績

二
　
附
属
品
再
検
査
を
し
た
と
き
。

附
属
品
の
型
式
承
認
番
号
並
び
に
附
属
品
再
検
査
の
年
月
日
及
び
成
績

２
　
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
容
器
製
造
業
者
及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
容
器
に
つ
い
て
は
、
経
過
年
数
四
年
一
月
以
下
の
も
の
は
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
四
年
一

月
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
経
過
年
数
四
年
一
月
を
超
え
る
も
の
は
同

項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
二
年
三
月
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間

二
　
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
最
初
に
受
け
る

容
器
再
検
査
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
及
び
容
器
検
査
所
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
又
は
附
属
品
ご
と
に
備
え
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
第
十
五
条
第
三
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
日
か
ら
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

二
　
第
十
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
日
か
ら
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
に
係
る
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

４
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
容
器
製
造
業
者
が
容
器
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
容
器
製
造
業
者
が
第
一
項
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
容
器
ご
と
に
備
え
、
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
日
か
ら
最
初
に
受
け

る
容
器
再
検
査
の
日
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
容
器
保
安
規
則
第
四

条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
、

第
三
条
、
第
四
条
中
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一

項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
中
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
条
第
一

項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
条
中
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
第
一
条
、
第
十
四
条
及
び
第

二
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
七
日
経
済
産
業
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
七
条
　
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産
業
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
十
条
関
係
）

製
造
す
る
容
器
等
の
区
分

容
器
等
事
業
区
分

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

百
一
類

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品

百
二
類

国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

百
三
類

国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品

百
四
類

国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

百
五
類

国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品

百
六
類

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器

百
七
類

国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品

百
八
類

様
式
第
１
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第1（第14条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 特別充許可申請書国際×受理年月日年月日 ×登録番号 所有者氏名 住所 容器の種類及び数量 容器の製造番号又は 型式承認番号 充をする場所 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
２
（
第
２
１
条
関
係
）

様式第2（第21条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令13・令2経産令92・一部改正） 整理番号 容器検査所登録申請書国際受理年月日年月日 登録番号 名称 容器検査所所在地 容器再検査をする容器の種類及 び附属品再検査をする附属品の 種類 1高圧ガス保安法第7条第1号又は第2号に掲げ る者 2高圧ガス保安法第53条の規定により容器検査所 の登録を取り消され、取消しの日から2年を経過 欠格事由に関する事項 しない者 3心身の故障により容器再検査又は附属品再検査 を適正に行うことができない者として経済産業省 令で定める者 4法人であって、その業務を行う役員のうちに前 三号のいずれかに該当する者があるもの 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
３
（
第
２
２
条
関
係
）

様式第3（第22条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令13・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査所登録更新申請書国際×受理年月日年月日 ×登録番号 名称 容器検査所所在地 容器再検査をする容器の種類及 び附属品再検査をする附属品の 種類 1高圧ガス保安法第7条第1号又は第2号に掲げ る者 2高圧ガス保安法第53条の規定により容器検査所 の登録を取り消され、取消しの日から2年を経過 欠格事由に関する事項 しない者 3心身の故障により容器再検査又は附属品再検査 を適正に行うことができない者として経済産業省 令で定める者 4法人であって、その業務を行う役員のうちに前 三号のいずれかに該当する者があるもの 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
４
（
第
２
３
条
関
係
）

様式第4（第23条関係）（平29経産令83・令元経産令17・一部改正） 容器検査所登録票国際 名称 容器検査所所在地 登録番号 容器再検査をする容器の種類及 び附属品再検査をする附属品の 種類 上記のとおり登録する。 年月日 都道府県知事 印 指定都市の長 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
５
（
第
２
６
条
関
係
）

様式第5（第26条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 検査主任者届書国際 ×受理年月日年月日 名称 容器検査所所在地 製造保安責任者免状の種類 選任 検査主任者の氏名 製造保安責任者免状の種類 解任 検査主任者の氏名 選任 年月日 解任 解任の理由 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。 3製造保安責任者免状の種類の欄は、製造保安責任者免状の交付を受けている者のみ記載すること。  

様
式
第
６
（
第
２
９
条
関
係
）

様式第6（第29条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器検査所廃止届書国際 ×受理年月日年月日 名称 容器検査所所在地 業務廃止年月日 業務廃止の理由 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
７
（
第
３
１
条
第
１
項
関
係
）

様式第7（第31条第1項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録申請書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の5第1項の登録を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．容器等検査員の氏名及び数 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。  

様
式
第
８
（
第
３
１
条
第
３
項
関
係
）

様式第8（第31条第3項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 検査申請書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の5第1項の登録に係る同条第4項の検査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．登録のための検査に係る責任者及び連絡先 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
９
（
第
３
６
条
第
１
項
関
係
）

様式第9（第36条第1項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 調査申請書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の8第1項の規定に基づき下記のとおり同法第49条の5第1項の登録を受けるための容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．検査の方法 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。  

様
式
第
１
０
（
第
３
６
条
第
２
項
関
係
）

様式第10（第36条第2項関係）（平29経産令83・令元経産令17・一部改正） 調査結果報告書（国際） 番号 年月日 殿 高圧ガス保安協会 印 検査組織等調査機関 高圧ガス保安法第49条の8第1項（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の8第1項）の規定に基づき、下記のとおり容器等製造業者の容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を行った結果、同法第49条の7第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに同法第44条第1項又は第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合していると認められますので報告します。 記 1．容器等製造業者の名称及び代表者の氏名 2．調査を行った工場又は事業場の名称及び所在地 3．調査を行った年月日 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
１
（
第
３
８
条
関
係
）

様式第11（第38条関係）（令元経産令17・一部改正） 登録証（国際） 年月日 経済産業大臣印 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の11第1項（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の11第1項）の規定により本証明書を交付する。 記 1．登録番号 2．工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等事業区分 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
２
（
第
３
９
条
関
係
）

様式第12（第39条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 変更届書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり変更したので、高圧ガス保安法第49条の12の規定に基づき届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．変更の内容及び事由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
３
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第13（第41条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 事業廃止届書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記の製造の事業は、年月日に廃止したので高圧ガス保安法第49条の14の規定により届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
４
（
第
４
２
条
関
係
）

様式第14（第42条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録証再交付申請書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けたいので申請します。 記 1．登録番号 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．容器等事業区分 5．理由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
５
（
第
４
３
条
関
係
）

様式第15（第43条関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 登録簿謄本交付（閲覧）請求書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の20（同法第49条の31第2項において準用する同法第49条の20）の規定により、次のとおり登録簿の謄本の交付（閲覧）を請求します。 記 1．登録容器等製造業者（外国登録容器等製造業者）の氏名又は名称及び住所 2．登録の年月日 3．登録番号 4．容器等事業区分 5．登録簿の謄本の請求の場合にあっては、その枚数 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第1項から第4項までに掲げる事項は、請求の内容に従い記載すること。第2項及び第3項に掲げる事項については、不明の場合はこの限りではない。  

様
式
第
１
６
（
第
４
５
条
第
１
項
関
係
）

様式第16（第45条第1項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者登録申請書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第1項の登録を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．容器等検査員の氏名及び数 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に記載することができる。 3住所を証明できる書面を添付すること。  
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様
式
第
１
７
（
第
４
５
条
第
２
項
関
係
）

様式第17（第45条第2項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者検査申請書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第1項の登録に係る同条第2項において準用する同法第49条の5第4項の検査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．登録のための検査に係る責任者及び連絡先 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2住所を証明できる書面を添付すること。  

様
式
第
１
８
（
第
４
５
条
第
３
項
関
係
）

様式第18（第45条第3項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国製造業者調査申請書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の8第1項の規定に基づき下記のとおり同法第49条の31第1項の登録を受けるための容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに検査の方法についての調査を受けたいので申請します。 記 1．容器等事業区分 2．登録を受けようとする工場又は事業場の名称及び所在地 3．容器等製造設備の名称、性能及び数 4．容器等検査設備の名称、性能及び数 5．品質管理の方法及び検査のための組織 6．検査の方法 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第3項から第6項の事項は、別紙に紀載することができる。 3住所を証明できる書面を添付すること。  

16



様
式
第
１
９
（
第
４
６
条
第
１
項
関
係
）

様式第19（第46条第1項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者変更届書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり変更したので、高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の12の規定に基づき届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．変更の内容及び事由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
０
（
第
４
６
条
第
２
項
関
係
）

様式第20（第46条第2項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者事業廃止届書（国際） 年月日 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記の製造の事業は、年月日に廃止したので高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の14の規定により届け出ます。 記 1．登録番号及び容器等事業区分 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
２
１
（
第
４
６
条
第
３
項
関
係
）

様式第21（第46条第3項関係）（平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 外国登録容器等製造業者登録証再交付申請書（国際） 年月日 収入 印紙 殿 申請者住所 氏名（名称及び代表者の氏名） 下記のとおり高圧ガス保安法第49条の31第2項において準用する同法第49条の15の規定により登録証の再交付を受けたいので申請します。 記 1．登録番号 2．登録を受けた年月日 3．工場又は事業場の名称及び所在地 4．容器等事業区分 5．理由 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
２
（
第
４
８
条
関
係
）

様式第22（第48条関係）（平29経産令83・平30経産令72・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器型式承認申請書国際×受理年月日年月日 ×承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 容器所在地又は事業所所在地 登録を受けた年月日 容器等事業区分 登録番号 容器の種類 耐圧試験圧力 附属品の型式承認番号 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。 3附属品の型式承認番号の欄は、容器の種類が国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の場合に限り記載すること。  
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様
式
第
２
３
（
第
５
１
条
関
係
）

様式第23（第51条関係）（平29経産令49・旧様式第24繰上、平29経産令83・平30経産令72・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 容器型式試験申請書国際 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 容器所在地又は事業所所在地 登録番号及び容器等事業区分 容器の種類 耐圧試験圧力 附属品の型式承認番号 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。 3附属品の型式承認番号の欄は、容器の種類が国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の場合に限り記載すること。  

様
式
第
２
４
（
第
５
２
条
関
係
）

様式第24（第52条関係）（平29経産令49・旧様式第25繰上、平30経産令72・令元経産令17・一部改正） 容器型式試験合格証（国際） 発行番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 附属品の型式承認番号 種類 耐圧試験圧力 材料 容器の内訳計算最小肉厚 外径 全長 内容積 国際相互承認に係る容器保安規則第52条の規定により本合格証を交付する。 年月日 高圧ガス保安協会 印 指定容器検査機関 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2附属品の型式承認番号の欄は、容器の種類が国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の場合に限り記載すること。  
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様
式
第
２
５
（
第
５
４
条
関
係
）

様式第25（第54条関係）（平29経産令49・旧様式第26繰上、平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品型式承認申請書国際×受理年月日年月日 ×承認番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 附属品所在地又は事業所所在地 登録を受けた年月日 登録番号及び容器等事業区分 附属品の種類 当該附属品が装置される容器に 充されるガスの耐圧試験圧 力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  

様
式
第
２
６
（
第
５
７
条
関
係
）

様式第26（第57条関係）（平29経産令49・旧様式第28繰上、平29経産令83・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ×整理番号 附属品型式試験申請書国際 ×受理年月日年月日 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 附属品所在地又は事業所所在地 登録番号及び容器等事業区分 附属品の種類 当該附属品が装置される容器に 充されるガスの耐圧試験圧 力 年月日 代表者氏名 殿 備考1この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2×印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
２
７
（
第
５
８
条
関
係
）

様式第27（第58条関係）（平29経産令49・旧様式第29繰上、令元経産令17・一部改正） 附属品型式試験合格証（国際） 発行番号 名称（事業所の名称を含む。） 事務所所在地 事業所所在地 容器等事業区分 種類 当該附属品が装置される容 器に充されるガスの耐 附属品の内訳圧試験圧力 本体の材料 安全弁の方式 国際相互承認に係る容器保安規則第58条の規定により本合格証を交付する。 年月日 高圧ガス保安協会 印 指定容器検査機関 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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